
中国国有企業における株式会社制度導入の歴史
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，同氏は株式会社制度の導入
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有経済の主導的な地位を国
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を強力に提唱し，反対論を

民日報』が報道するほど大き

日）。さらに 年 月 日に
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民経済における国有企業の
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務院は「国務

革増強企業活

会社制度を試
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）を公布し，「各地で
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式持合い及び個人の資本参加

の中で現れている国家

を含む株式制度は社会

主義財産の一種

め，株式会社試

された株式会社

前身は上海儀表
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て設立された。
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電訊工業局電真空工業公司で
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までに， の企業が会社制

続を許可する」と株式会社制

年１月に上海において，初

社」（現「上海広電電子株式会社

あって，上海電球廠，上海真
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試行に参加し，株式会社制度

度の社会主義性質を認
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空管廠，上海真空管二

元）の株式を公募し

上る（孫ほか， ，

の試行が大きく広がっ

た（表１）。

この時期の株

社制度が試行さ

いた。既述のよ

政府も同様の見

制改革工作会議

に，小型国有企

式会社制度の試行には次の二

れたが，前段階と同様に引き

うに理論界の大勢は従業員株

解を持っていたようである。

が北京で開かれ，そこでは一
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つの特徴がある。第一に，大

続き従業員依存・優遇の株式

の発行による株式会社制度の

年３月に，国務院主催の
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有制企業に転換することが提
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第一次全国城市経済体

株式を発行するととも

案されている
）
。株式会

社制度試行にお

企業の内，企業

るに対して，従

各地の株式会社

月に公布された

頁
）
）では，「

いては，従業員株発行が強く

間株式持合いの会社制企業

業員持ち株の会社制企業が

制度実施規定も従業員に新規

「上海市会社制企業暫定

株式の新規募集はまず従業員

意識されていた。 年末の

が ％，株式公募の会社制

％を占めて圧倒的に多かった

株式購入の優先権を与えてい

法」（原文「上海市股 制企業暫

の購買意欲を満たすべきであ

余りの会社制試行

企業が ％を占めてい

（王ほか， ， 頁）。

る。例えば， 年６

行 法」，蒋ほか， ，

る」と規定している。

（ ）



中国国有企業における株式会社制度導入の歴史（徐）

表２

また，利潤

意欲を高める

の分配方法においても国有企

ために，個人株には固定金利

業の従業員に優遇政策が採

付きの高い配当が実施され

られた。従業員の株式購買

る一方，国家株に対する無

配当・低配当

のみの利潤分

つの方法で

げが実現した

しない方針を

株への配当は

利息と配当金

の政策が採られていた
）
。例

配」と規定しながらも，同時

利潤を分配することができる

後に国家株に対する配当が行

示唆した。 年の上海の株

まだ実施されていなかった
）
。

の合計が出資額の ％から

えば，「上海市会社制企業暫定

に「投資者の購買意欲を高

」とも規定している。また，

われる」と明記して，国家

式会社制度試行企業に対す

年と 年の一部の株

％となり，当時の銀行金利

法」は「一般には配当

めるために配当と利息の二

「税制改革，税率の引き下

株に対する配当を当面実施

る調査報告によれば，国家

式会社制度試行企業では，

の４倍から６倍に達してい

た。 年に

さらに，株

も多かった。

利改税の後

， 頁）。

は設立の際資

て，企業自社

は従業員株に ％から ％

式会社制度試行の中で国家株

北京，深 ，瀋陽，武漢，重

に企業の留保資金の投資で蓄

例えば， 年２月設立の金

本金の ％を占める企業自社

株の発行に伴う法理上の問

の利率を確保する企業さえ現

，法人株，個人株のほかに

慶などの地域における国有

積された経営資産で自社株を

田実業株式会社と 年

株を発行した（金ほか，

題を回避するために，「従業員

れた（李ほか， ， 頁）。

企業自社株を発行する企業

企業では， 年の第二次

引き受けている（孫ほか，

月設立の万科企業株式会社

， 頁， 頁
）
）。それに加え

集団株」の名目を用いる

企業も多かっ

なり，企業利

めて低く評価

レの 年

（賈， ，

従業員に依

た。何れにせよ，これらの株

潤の多くが従業員の利益に転

されていた。殆どの企業の国

代では著しい過小評価であり

頁『中国経済体制改革年鑑

存し，優遇する株式会社制度

式の大量発行で国有資産が

換された。加えて，株式会

有資産が簿価で評価されて

，結果として国有資産の流出

』 頁）。

試行が急展開した背景には

合法的に「企業」のものに

社転換の際に国有資産が極

いるが，ハイパー・インフ

をもたらすこととなった

いくつかの要因があった。

（ ）



そうした要因と

実な資金不足で

金利の返済で国

立命館経済学

してまず挙げられるのが，株

ある。 年代前半に行われ

有企業の財務費用が上昇し，

（第 巻・第３ ４号）

式会社制度試行拡大の背後に

た国家投融資制度の改革
）
によ

資金不足が生まれた。その結

存在した国有企業の切

って，銀行への元本と

果，株式発行で資金を

調達する企業が

された（表２）。

都市の店頭でご

業員株発行のほ

「国営企業奨励

年第 号， 頁

た
）
。その結果，

急増した。 年と 年の

また， 年代には証券取

く少数の株式しか取引できな

かに殆ど資金を調達する方

金課税暫定規定」（原文「国営

）を発布し，国営企業が従業

奨励金課税の対策として従業

二年間で合計 億元の資金が

引所がまだ開設されておらず

かった。資本市場の未整備の

法がなかった。さらに，

企業奨金税暫行規定」，『中華人

員に分配する奨励金を課税対

員株を発行する企業も多かっ

株式発行によって調達

，上海と深 の二つの

ために，現実的には従

年６月 日に国務院は

民共和国国務院公報』

象とすることを通達し

た。

なお，実際に

例えば， 年

末の時点におい

要因ほかに，従

式会社制度を社

所有制企業」と

者になることは

また株式会社の

株式会社が公募設立された場

末までに公募設立された上海

て最高で個人株の ％を占

業員株依存・優遇の株式会社

会主義制度に融合させる目的

して名義上全国民の資産であ

「労働者が国家の主人公」と

株主になれば従業員が労働者

合であっても従業員株の発行

の７社中５社で従業員株が発

めていた（金ほか， ， 頁

制度試行を正当化させた理由

が存在することを指摘できる

って，従業員が国民の一員と

いった社会主義イデオロギー

と同時に所有者にもなり，所

が優位を占めていた。

行されており， 年

）。したがって，経済的

がある。その背後に株

。国有企業は「全人民

して自分の会社の所有

との違和感が少ない。

有者になることで従業

員の労働意欲が

実施された従業

が従業員株の発

会社化を提唱し

法人株の株式構

公有制を構成す

員株の発行を強

向上するという考え方もあっ

員依存の株式会社化が理論界

行による株式会社化を高く

ている。「労働共有会社制度

造をもつ会社制企業である。

る株式であって，その合計が

く主張した。

た。このことは学界の議論か

に幅広く支持されていた。

評価し，「労働共有会社制度」

」とは国家株，従業員集団株

国家株，従業員集団株，従業

過半数であれば会社は公有制

ら理解できる。当時，

例えば，蒋ほか（ ）

による国有企業の株式

，従業員株，個人株，

員株，と国有法人株が

企業であるとし，従業

株式会社制度

織，共産党組織

織の役割が大き

福祉など従業員

国有企業経営

し始めたのは，

基層組織工作条

試行期の特徴の第二は，企

の権限が調整されたことであ

く低下し，また従業員の会社

自身の利益に関して決定権限

管理体制が，従来の「党委員

年である
）
。特に 年９

例」（原文「中国共産党全民所

業経営において総支配人（原

る。総支配人の権限が大幅に

経営への参加が図られること

を持つようになった。

会指導下の工場長責任制」か

月に公布された「中国共産党

有制工業企業基層組織工作条例」

文「総経理」），従業員組

強化され，企業内党組

となり，労働者保護，

ら工場長責任制へ転換

全人民所有制工業企業

，『中華人民共和国国務院

公報』 年第１

明記され，党組

人民代表大会第

１日から発効，『

「企業法」は「

中心的地位を占

号， 頁）において「企業の

織と企業経営陣の分離が党組

１次会議では「全人民所有制

中華人民共和国国務院公報』

工場長をトップとする生産経

め，企業の物的文明と精神的

党委員会書記は一般的に工場

織自身から図られた。 年

工業企業法」（原文「全民所有

年第 号， 頁。以後「企業法

営管理システムを確立する。

文明の建設に全面的に責任を

長を勤めない」ことが

４月 日の第７期全国

制工業企業法」，同年８月

」と略す）が成立した。

工場長が企業において

負う」などと規定して，

（ ）



中国国有企業にお

図１ 国有独立

ける株式会社制度導入の歴史（徐）

採算工業企業の経営業績の推移

注１） 年以
注２） 赤字企業

組， ，
年 『中国
年 『中国
４頁

党組織の役割

降のデータは国有株式支配企業を含む。
比率について次の文献から引用ないし
頁 年 年 『中国工業経

工業経済統計年鑑 』 頁 年
工業経済統計年鑑 』 頁 年
年 『中国工業経済統計年鑑 』 頁

を大きく縮小している。

算出した。 年 年 中国社会科
済統計年鑑 』 頁 年 『中国
『中華人民共和国 年第三次全国工業
『中国統計摘要 』 頁 年
。その他の指標は『中国工業経済統計年

学院『厳重一損国有企業研究』課題
工業経済統計年鑑 』 頁
普査資料摘要』 頁 年
年 『中国工業経済統計年鑑 』
鑑 』 頁より算出した。

株式会社制

立しなかっ

業暫定 法」

きる。

同「暫定

福祉などの事

ことである」

度試行企業にも「企業法」が

たが，「企業法」公布直後の

から株式会社制度試行企業に

法」は「企業法」と同様に

項を決定し，従業員取締役を

と記して，従業員代表大会に

援用されたと思われる。全

年６月に発布された地方法

おける経営者，党組織と従

「従業員代表大会の責務は総

推薦し，総支配人が提示す

従業員の福祉厚生に関する

国統一的な株式会社法は成

である「上海市会社制企

業員組織の在り方を確認で

支配人と相談して労働保護，

る利潤分配方案を審査する

権限を大きく委譲した。そ

して，「取締

て，従業員の

また，「総

規定した。実

商場株式会社

総支配人が法

取締役会の委

役会は株主代表大会と従業員

経営参加を株式会社機構の中

支配人責任制を実施する。取

際に 年９月に設立された

（金ほか， ， 頁）では共

定代表人であった。総支配人

任によって法定代表人を代理

代表大会が推薦する取締役に

に組み込んだ。

締役会は総支配人に企業の法

上海飛楽株式会社， 年

に取締役会指導の下での総支

が法定代表人の形態を採ら

できるようになっていた。

よって構成される」とし

定代表権を委任する」と

月に設立された上海豫園

配人責任制を採っており，

ない会社でも，総支配人が

さらに，「

制企業に属す

る組織機構し

社会主義をリ

党組織と会社

このように

一般的に属地管理の原則に従

る企業を指導する党組織シス

か設立しない」と規定して，

ードする主体である共産党組

組織を共存させることは難し

集団所有制企業と小型国有企

って漸次に企業内党組織を整

テムは今後設立しない。会

企業内党組織の活動を具体

織の活動が企業内で大きな

いと考えられたわけである

業に続いて，大中型国有企

理する。原則として会社

社には本社の党員を管理す

的に抑制した。これにより，

制約を受けることとなった。

。

業でも株式会社制度の試行

（ ）



が始まった。株

も「労働者が国

度の導入を後押

立命館経済学

式市場の未整備の現状と資金

家の主人公」といった社会主

しした。また，企業経営の面

（第 巻・第３ ４号）

不足問題の解決，従業員利益

義理念維持の目的が従業員依

において，総支配人の会社経

の確保，そして何より

存・優遇の株式会社制

営の権限が大きく強化

され，従業員に

低下した。

年前後に

彼ら自身の利益に関わる決定

３．株式会社制度

，株式会社制度の試行は低落

権が与えられた。その反面，

の構築 年 年

と高揚の転換を経験した。国

党組織の役割は大きく

有企業に株式会社制度

を導入するため

化は国有資産の

済に対する調整

の中心が請負責

頁）。また，

政治運動の中で

れた。その結果

よる資金調達額

の条件の不備がこれまでの試

流失及び企業経営目標の短期

と相俟って，急速に拡大した

任制とされ，各地での株式会

年に起きた経済・政治危

再び会社制企業に対する疑問

，上海と深 以外の地域で株

も 年の 億元から 年

行で明らかになった。従業員

化をもたらした。 年後半

株式会社の試行に対する整理

社試行の拡大競争が禁止され

機で株式会社制度試行の停頓

が浮上し，試行のキャンセル

式会社の試行が殆ど中止状態

の５億元に大幅に低下した。

依存・優遇の株式会社

から始まったマクロ経

が始まった。企業改革

た（鄭ほか主編， ，

が避けられなくなった。

を申し出た企業さえ現

に陥った。株式発行に

ところが，

国有企業の赤字

額も黒字企業の

小平南巡
）
が株式

るのだが，その

小平南巡が

経済体制改革要

年以後，中国経済が低迷

企業比率は 年の１割強か

利潤総額の１割弱から５割弱

会社化の新たな転機になった

際，市場経済に適した企業制

終わる２日前の 年２月

点に関する通知」（原文「国家

し，国有企業の経営状況も急

ら 年に３割程度に急上昇

に急増した。改革の新しい局

。そして，市場経済体制の導

度である会社制度の導入は不

日に，国務院は「国家経済体

体改委関于 年経済体制改革

速に悪化した（図１）。

し，赤字企業の赤字総

面を打開するための

入が促されることとな

可避なものとなった。

制改革委員会の 年

要点的通知」，『中華人民共

和国国務院公報

策と法規の制定

股 有限公司暫

年２月 日

委員会，財政部

制企業試点 法」

員会の単独名で

』 年第５号， 頁）を通達

を促した。深 市と上海市で

行規定」）と「上海市株式会社

と６月１日に施行された。さ

，中国人民銀行，国務院生産

，『中華人民共和国国務院公報』

「株式会社規範意見」（原文

し，各地域・各部署に株式会

それぞれ「深 市株式会社暫

暫定規定」（原文「上海市股

らに同年５月に国家経済体制

公室の連名で「会社制企業

年第 号， 頁）が，同時

「股 有限公司規範意見」，『中華

社制度試行のための政

定規定」（原文「深 市

有限公司暫行規定」）が

改革委員会，国家計画

試行 法
）
」（原文「股

に国家経済体制改革委

人民共和国国務院公報』

年第 号，

規範意見」，『中

され，全国統一

を検討し修正す

年 月 日

法制度の構築

頁）が発布された。同年６

華人民共和国国務院公報』 年

の会社法起草作業が急速化し

るための座談会が北京で開

，会社法は第８期全国人民代

と同時に 年に会社制企業

月と７月に「有限会社規範意

第 号， 頁）と８つの関連

た。 年に会社法（原文

催され，その後も多くの修正

表大会常務委員会第５回会議

が大幅に増加し，国有企業の

見」（原文「有限責任公司

実施法規が次々と発布

「公司法」）（草案）第一稿

を重ねることによって

で成立した。

資金調達に株式公募の

（ ）



中国国有企業における株式会社制度導入の歴史（徐）

表３

方法の活用が拡大し始めた（表２）。 年に会社制企業が１万社を突破し，株式会社が３千社

を超えた。ま

進展を遂げた

大した。表３

は，殆どの地

この株式会

式会社制度の

導入が実験で

た，株式公募による資金調

。さらに，国有大中型企業に

で 年末と 年末の二つ

域で会社制試行企業の規模が

社制度構築の時期において，

導入が意図されたのかを検証

あって，ごく一部の企業に限

達も 年に約 億元，

よる会社制試行が急増して

の時点での会社制試行企業

急激に拡大したことが明ら

年代の株式会社試行期

することが重要である。

定されていた。しかし会社

年に約 億元で，急速な

，試行参加企業の規模が拡

の特徴を示した。この表で

かにされている。

と比較して，どのような株

年代では株式会社制度の

法などの法制度構築の目的

は国有企業に

において，如

な課題である

何に乖離した

さて，この

存・優遇の株

された。既述

対する大規模で本格的な会社

何に社会主義の理念を株式会

。なお，株式会社制度が本格

のかについては次節で分析す

時期においては，次のような

式会社制度が試行の中で廃止

のように 年代に実施さ

制度の導入であった。また

社制度と融合しようとした

的に実施される 年以後

る。

フレームワークの構築が図

され，資金調達のルートが

れていた株式会社制度試行の

，この会社制度構築の時期

のかを解明することが重要

，実施結果と政策目標が如

られた。第一に，従業員依

個人投資家への公募に転換

中で，「企業の主人公」の

はずの従業員

当初から国家

理念に合致し

た。 年よ

家経済体制改

の配当率の

が企業株や従業員集団株で国

株よりかなり高い配当率を確

てはいるが，現実には社会主

り従業員株の発行に反対す

革委員会が会社制試行企業の

同一化などを基準に会社制試

有資産を私物化し，利潤配

保した。従業員依存・優遇

義の根幹である国家財産を

る議論が台頭した（例えば，黄

試行前の資産再評価，持分

行企業を期限付きで整理する

分についても株式会社化の

の株式会社化は社会主義の

侵食させることにつながっ

， ）。 年３月に国

の払い戻しの禁止，普通株

ことを指示した。また，

（ ）



立命館経済学（第 巻・第３ ４号）

年５月に国

会社を規範化さ

務院が 企業間の株式持合い

せ，同種類の株式会社試行の

表４

を積極的に試行する。 既存

拡大を中止する。 株式公募

の従業員持ち株の株式

による株式会社設立の
）

試行は上海と深

株の会社に対す

社あり，その中

株会社の数の減

さらに，「株

る従業員株発行

に相当し，従業

経済体制改革委

に限定する，という株式会

る整理が重要なポイントで

で従業員持ち株会社が

少から同種類の株式会社が整

式会社規範意見」は発行済株

の再開を認めた。この比率が

員株発行の現状維持を意味し

員会が通達した「特定募集

社試行についての三つの方針

あった。 年末で会社制試

社で相変わらず ％以上を占

理され始めたと言えよう（表

式の ％を超えないことを条

年末の株式会社試行企業

ている。しかし，約一年後の

株式会社従業員株管理規定」

を示した。従業員持ち

行企業が全国で約

めているが，従業員持

１）。

件に株式特定募集によ

の従業員株の平均比率

年７月１日に国家

（原文「定向募集股 有限

公司内部職工持

限を発行済株式

従業員株の比率

に国務院は「固

定資産宏観調控

式会社の審査を

（原文「関于立即

股管理規定」，『中華人民共和国国

の ％へ大幅に縮小した。

（ ％）は 年（ ％）よ

定資産投資のマクロ的調整

的通知」）を通達し，さらに

直ちに停止し，従業員株の審

停止審批定向募集股 有限公司

務院公報』 年第 号， 頁

年末の会社制企業の株式

り大きく低下している。約半

を継続することに関する通知

年６月 日に国家経済体制

査と発行の停止を再度言明す

並重申停止審批和発行内部職工股

）は従業員株の発行上

構成（表４）をみると，

年後の 年１月 日

」（原文「関于継続加強固

委員会は「特定募集株

ることに関する通知」

的通知」，「上海証券取引

所」，

設立と従業員株

中国証券監督管

内部職工股的通

行は漸次に強い

また，企業自

「経済日報」に

の発行を中止した。公募の際

理委員会が発布した「内部

知」，中国証券監督管理委員会，

制限を受けた。

社株も段階的に禁止された。

おいて会社制企業試行の中で

）を通達して，特定

に従業員に株式を発行するこ

従業員株発行停止に関する通

， 頁）で禁止された。こ

早くも 年 月１日に国

企業自社株を設立することに

募集による株式会社の

とも 年 月 日に

知」（原文「関于停止発行

のように従業員株の発

有資産管理局（後述）は

難色を示した。 年

７月 日に国有

定規定」（原文

頁）が発布

「株式会社規範

する８日前の

権争議の処理の

資産管理局と国家経済体制改

「股 制試点企業国有資産管理

されて，国有資産で企業自社

意見」も減資による株式消却

年 月 日に国有資産管理

暫定 法」（原文「国有資産産

革委員会の連名で「会社制試

暫行規定」，『中華人民共和国国務

株と従業員集団株を設置す

の場合を除く自社株取得を禁

局が発布・実施した「国有資

権界定和産権糾紛処理暫行 法

行企業国有資産管理暫

院公報』 年第 号，

ることが禁止された。

止した。会社法が成立

産財産権の確定と財産

」，陳ほか， ）の中で，

（ ）



企業自社株と

金または公益

不可能になっ

中国国有企業にお

企業従業員集団株の資金源で

金
）
を国有資産として明確に定

た。

ける株式会社制度導入の歴史（徐）

あった生産発展基金，従業

めた。実際に企業自社株と

員福利基金，従業員奨励基

企業従業員集団株の発行が

従業員株発

た。「株式会

者代表でな

員・労働者に

参加を会社機

役会への従業

営の重大問題

行に対する制限が強化される

社規範意見」では監査役会の

ければならず，監査役会の決

監査役会を通じて一定の企業

構の中に取り込む狙いがあっ

員参加の比率が会社の定款に

について労働組合と従業員の

と同時に従業員の会社経営

３分の１以上かつ２分の１以

議は３分の２以上の監査役の

経営の監査権限を与えてい

た。しかし，翌年 月に成

委ねられて曖昧になった。

意見と提案を求めるべきで

に関する権限が弱体化され

下の構成員が職員・労働

賛成が必要と規定し，職

た。明らかに従業員の経営

立した「会社法」では監査

また，会社法では生産と経

あり，従業員の利益に関わ

る問題につ

業法」及びそ

に関する重大

した。

第二に，従

業員依存の株

て代わる資

年４月に

いて労働組合と従業員の意見

の後実施した各地の株式会社

事項の審議・決定権が撤廃さ

業員株発行の縮小・中止の代

式発行を公募に転換するため

金調達のルートを広げようと

上海と深 が相次いで証券取

と提案を事前に求めるべきだ

制度の中で従業員に付与し

れた。明らかに企業経営に

わりに個人投資家からの資

に株式市場の構築が急速に

して，「第八次五ヵ年計画」

引所を開設した。国内上場

と規定するに止まり，「企

た従業員の労働保護と福祉

おける従業員の地位が低下

金調達が重要視された。従

進んでいた。従業員に取っ

に基づいて 年 月と

企業数が 年の 社から

年の

上昇し（金ほ

年の 億

けられた
）
。

第三に，従

働者が国家の

なければなら

社に急増し（表１），株式取引

か， 『中国証券期貨統計年

元から 年の 億元へ

業員株依存から個人投資家

主人公」という社会主義理念

ない問題が現れた。そのため

金額が 年の 万元か

鑑 』），国内の株式公募に

急速に拡大し（表２），その殆

依存へと株式発行のルートが

に依拠した株式会社の社会

に２つの措置が採られた。

ら 年の 億元に急

よる資金調達金額が

どが個人によって引き受

転換されるにつれて，「労

主義的性格を維持していか

その一つ目

本の管理が強

ケースが多く

して暫定的に

有資産管理体

国有資産管

は 年８月

は「国有」による社会主義の

化された。それまで各地の会

存在していた
）
。そのほかに前

代表になるケースも多かった

制について活発な議論が展開

理体制については既に株式会

３日の『経済日報』に発表

維持である。国有資産管理

社制の試行において国家株

身企業の上級管理機関や地

。こうした状況を背景にし

された。

社制度試行の前から議論さ

した株式会社制度導入に関す

体制が構築されて，国家資

の所有者代表が未定である

方の財務局などが代理人と

て研究者・専門家の間で国

れている。呉 祥と金立佐

る最初の論文―「株式化

さらなる改革

金調達，企業

け，大中型国

りと横割りの

に分配し，

業員と共に会

の一つの思案」の中で国有資

管理，企業経営者と労働者の

有企業の株式会社化を三つの

国有企業管理体制を利用して

国家株を国有持ち株会社や投

社の株主を構成し， 一部の

産管理体制の構築について

インセンティブを引き起こ

ステップに分けて描いてい

国有企業の固定資産を株式

資信託会社へ譲渡して，他

株式を上場させる。

論じた。株式会社制度を資

す有効な手段として位置づ

る。つまり， 現存の縦割

化した上で各関係管理部門

の国有企業，会社自身，従

（ ）



同様の意見が

に瀋陽，上海，

の国有企業集団

立命館経済学

世界銀行からも提案された

武漢，広州の 数社の大中型

を調査し，同年の 月に北京

（第 巻・第３ ４号）

（『工人日報』 年９月 日）。

国有企業及び第一汽車，第二

で「企業メカニズム改革国際

世界銀行が 年６月

汽車と鞍山鋼鉄の３つ

シンポジウム」を開い

た。世界銀行は

標の短期化問題

財政部に管轄

法を提示した上

有権を分配した

年 月 日から

いて，世界銀行

当時中国企業改革の主流であ

の対策として株式会社制度を

される資産管理局， 独立の

で，第３の方法が最も適切だ

上で競争させ，地域を越える

日までの間に国家経済体制

の５人の専門家がこれを再度

る請負責任制の効果を評価し

提案した。また，国有資産管

資産管理委員会， 政府系の

と主張し，複数の政府系の投

投資を奨励するなど具体的な

改革委員会が北京で開いた中

提案した（郭， ）。

た上で，企業の経営目

理機構の設置について，

投資会社，の三つの方

資会社に国有資産の所

施策を提案した。

国企業改革座談会にお

しかし，国家

所有と管理の一

に国有資産の保

した。中国社会

政府部門に散在

化が主流であっ

許可されて，国

れた。ところが

所有の分散化を骨子とするこ

本化が国有資産管理体制の主

全，受益及び経営者の選任な

科学院経済研究所資産経営責

している所有権の一本化を提

た。 年４月９日に第７期

有資産管理局の設立が決定さ

，中央レベルの国有資産管理

の構想は採用されず，むしろ

流になった。例えば，華ほ

どに関して全権をもつ国有資

任制課題組（ ）も国有資

案した。国有資産管理局によ

全国人民代表大会第１次会議

れた。その後各地で地方の国

局は財務部に管轄されて，国

逆の発想―国有資産の

か（ ）は財務部の下

産管理局の創設を提案

産管理局を設置して各

る国有資産管理の一本

で国務院機構改革案が

有資産管理局が設置さ

有資産所有権の代表者

として機能する

行政部門と共同

実現されないま

の一本化は実現

年代末，

からの会社制企

ら株式会社制度

時にほかの格の高い行政機関

して所有権代表の機能を果た

ま， 年の行政改革で国有

できなかった。

国有資産管理局をはじめ，国

業に対する整理の中で学界の

導入の中で社会主義，とりわ

からの関与を拒否することが

すことを強いられた。現に国

資産管理局は撤廃された。こ

有資産管理体制の構築が実務

議論は株式会社制度と社会主

け国有制を維持する具体的な

できず，実際に多くの

有資産管理の一本化が

の意味で国有資産管理

段階に入った。 年

義制度の両立可能性か

政策へと中心課題を移

し，認識の一致

題の解決を両立

式会社ないし国

は国有企業の株

式に分類して発

る重要な理論課

こでは国家の株

が広く達成できた。例えば，

できる制度であると評価し，

有支配株式会社の企業形態へ

式会社化の中で，株式を国有

行することを提案した。

題の座談会」では，所有制改

式支配と個人の資本参加で国

李（ ）は会社制度が国有

私有化の防止と国有制の堅持

の転換による国有企業改革

株，従業員集団株，従業員株

年７月に北京で開かれた「現

革と公有制の実現形式を含む

有企業を改革する意見や，公

制の維持と国有企業問

を主張して，純国有株

を提案した。郭（ ）

とその他の外部者の株

在の経済学分野におけ

問題が討論された
）
。そ

有制を全国の重要産業

に対する国有企

日本の株式持合

家の最終的所有

調し，「公有制

国有企業の間の

年以降に

業の支配力で判断すべきだと

いの経験を活かして企業間株

と「政企分離」を同時に実現

の維持」を実現する具体的な

株式持合い及び業種別の「公

公布された法規定の中には，

いう意見が出された（劉ほか

式持合いで国有企業に株式会

する案を示した。殆どが国家

対策として国家による株式支

有制」判断基準の提案であっ

上記の「公有制維持」の具体

， ）。呉（ ）は，

社制度を導入して，国

所有の維持と支配を強

配，所有者別株式分断，

た。

策の多くが盛り込まれ

（ ）



ている。

された。また

業が次の３つ

中国国有企業にお

年５月に発布された「会社制

，株式が国家株，法人株，個

に分類されて，それぞれにつ

ける株式会社制度導入の歴史（徐）

企業試行 法」で公有制の

人株と外資株の四種類に分

いての会社制度試行の政策

主導的な地位の堅持が明記

類された。それに，国有企

が示された。 国家安全と

国防ハイテク

業と業種では

通信など独

る株式）が株

資本集約型産

た「株式有限

人が排除さ

技術に係わる企業，戦略的意

会社制の試行を実施しない。

占性の高い業種で会社制試行

式支配をしなければならない

業と規模の経済性が高い産業

会社規範意見」によれば，株

れており，国家株の譲渡は政

義をもつ貴金属の採掘プロ

国家産業政策で重点的に

を許可するが，公有株（国家

。 国家産業政策に合致し，

での会社制試行を支持する

式会社の発起人に私営企業

府の規定に従うことになった

ジェクト及び国家専売の企

発展するエネルギー，交通，

株と集団所有制企業が所有す

競争性の高い業種，特に

。さらに，同時に公布され

，外資単独資本企業と自然

。二ヶ月後に公布された

「会社制試行

要だと規定

社法」も同様

従来の法規

例えば，

「重要な

企業国有資産管理暫定規定」

し，私有化をもたらしかねな

に規定している。

定と比較すれば，国有資産保

年の「上海市会社制企業暫定

企業では公有株の主導的な地

も国有株の売却について国有

い国家株の流通に制限が加え

護が一段と政策的に重視さ

法」には次のような規定

位を維持し，一般の企業では

資産管理部門の許可が必

られることとなった。「会

れていることが明瞭である。

があった。

公有株の比率を下げても

よい。国

国民経済

表を派遣

用し，経

その資金

このように

維持とその影

家が株式支配すれば，一部の

に大きな影響を与える重要な

して経営の意思決定に参加す

営に参加せずに固定の投資収

を他の株式支配すべき重点建

株式の所有制別分類，会社制

響力の拡大が図られた。

企業で経営に参加しないこと

企業では政府が資産管理部門

る。一般の会社制企業では国

入を得る。小型の会社制企業

設プロジェクトに投資するこ

導入の業種別優先順位及び

も許可する。…（しかし）

を通じて国家株の株主代

家株が優先株の形態を採

では国家株を売却して，

とを許可する。」

国家株流通制限で公有制の

株式会社の

され，企業に

事件」が共産

年８月に共

知」，「人民網

）を通達

出しなければ

社会主義的性質のもう一つの

おける党組織の政治的中核的

党の基盤強化の必要性を示し

産党中央が「党の建設を強化

・中国共産党新聞」，

して，「企業党委員会は企業

ならない」と指示して，企業

保障として「共産党のリー

な役割の実現が提起された

，国有企業における党組織

することについての通知」（

の重大問題についての討論に

における党の政治的中核的

ダーシップの堅持」が重視

。 年に起きた「六・四

活動の強化を促した。

原文「関于加強党的建設的通

参加し，意見と提案を提

な役割を主張した。上海二

紡機株式会社

社は紡績機械

業党委員会が

委員会弁公室

会及び監査

任命された

が一つモデル事例として挙げ

の生産企業であり， 年３

次のような対策を採った。ま

を設立して企業内の政治組織

役会（「新三会」）といった会社

。しかし，党委員会，労働組

られる（以下，成， ，

月に株式会社化された。企

ず，組織部，宣伝部，武装

を再構築した。株式会社化

機構が設立されて，工場長が

合及び従業員代表大会（「旧三

頁）。上海二紡機株式会

業制度の転換に応じて，企

部，紀律検査委員会及び党

に伴って株主総会，取締役

取締役会長兼総支配人に

会」）も同時に会社の経営

（ ）



活動に参加して

加し，党委員会

副監査役会長を

立命館経済学

いた。党委員会書記が副取締

副書記が監査役会長（原文

それぞれ兼任して取締役会に

（第 巻・第３ ４号）

役会長を兼任して会社経営の

「監事長」），労働組合副主席・

出席できる。従業員代表が従

意思決定に直接的に参

紀律検査委員会書記が

業員株の株主代表とし

て株主総会に参

否定されない状

この会社の党組

て積極的に企業

を高めるために

副書記及び書記

育基金の中に新

加して議決できる。この経営

態の中で党の政治的中核的役

織は「経済活動に奉仕する」

の経営活動に参加し，政治活

二つの措置が採られた。一方

助理を配置した。他方で活動

たに設置された政治訓練の資

人事体制は当時の工場長・総

割との融合を典型的に実現す

といったスローガンの下で，

動と経営活動の一体化を目指

で本社と分工場の重要な部門

資金の拡充で党組織の活動を

金枠，精神文明奨励基金（年

支配人責任制が公式に

るものと考えられる。

政治職の職員を拡充し

している。党の組織力

に専任の党支部書記，

増強させた。会社の教

２万元），文化建設基金

（利潤留保の２％

門の奨励基金が

活動に利用され

このように株

株式発行に資金

「労働者が国家

義理念の中心が

断，会社制導入

），宣伝教育基金（年８ 万

政治活動の主要な資金源であ

て， 年代後半における党の

式市場が整備されると同時に

調達のルートが大きく転換さ

の主人公」から「公有制の維

移った。そのために，一方で

の優先順位，国家株の流通制

元），党組織建設基金（年２

った。 年に合計で

組織力低下から大きく変化し

，従業員依存・優遇の株式発

れた。株式会社に社会主義的

持」と「共産党のリーダーシ

，国有資産管理体制を確立さ

限などの手段で公有制の地位

３万元），及び各政治部

万元の資金が党の政治

た。

行から個人投資家への

性質を持たせるために，

ップの堅持」へ社会主

せ，株式の所有制別分

を維持し，他方で，企

業内の党組織の

に臨んだ。

年７月１

活動を復活させて経営者を牽

４．株式会社制度

日から会社法が実施され，国

制するようにした上で株式会

の本格的導入 年以降

有企業に対する株式会社制度

社制度の本格的な導入

の導入が本格的に始ま

った。しかし，

株式会社制度実

び党の経営介入

年から国

企業が赤字経営

深刻な状況にな

（国務院発展研究

必ずしも意図された通りに社

施の中で，国有資産の法的所

が国有支配株式会社の特徴と

有企業の業績が再度急速に

に陥り，赤字総額はその他の

った。そこで，国務院発展研

中心『国有経済的戦略性改組』課

会主義理念が実現されておら

有権の一極化と授権経営・授

して形成された。

悪化した（図１）。 年には

国有独立採算企業の利潤総額

究センターが「国有経済の戦

題組， ）。すなわち，同セ

ず，むしろそれ以降の

権投資，経営者支配及

約４割の国有独立採算

の６割を超えるという

略的改組」を提案した

ンターは，有限な国家

資本を国有中小

分野から国有経

党第 期大会で

「公有制維持」

表５に示した

に少数の大型国

企業から国有大型企業集団へ

済を必要とする戦略的分野へ

「公有制」に対する認識が

の指標，つまり重要産業に対

のが， 年末の規模別・業

有企業に国有資産，生産活動

，経営不振の企業から優秀な

移動させることを主張したの

修正されて， 年代半ばか

する国有経済の支配力がよう

種別の国有独立採算工業企業

及び労働雇用が集中している

企業へ，一般的な競争

である。 年の共産

ら学者たちが提唱した

やく公式に認められた。

の状況である。明らか

。国有中小企業が全体

（ ）



中国国有企業における株式会社制度導入の歴史（徐）

表５

的に赤字経営

も成功可能性

を集中的に投

有資本が支

であるのに対して，大型国有

が高かった。つまり，国家資

入するほかに「公有制の維持

配すべき業種（石油・天然ガス

企業だけが黒字経営であり

本が不足していた 年代半

」を守る方法がなかった。

採掘業，木材・竹材採運業，煙

，大型国有企業の改革が最

ばでは大型国有企業へ資源

また，業種別に見れば，国

草加工業，石油精製・石油製

（ ）



品・コークス製造

業，水道事業
）
。

と工業生産額は

立命館経済学

業，産業用設備製造業，輸送用

以下国有支配業種と略す。そ

国有企業総資産と総生産額の

（第 巻・第３ ４号）

機器製造業，電力事業（蒸気・

れ以外の業種を非国有支配業

全体の ％と ％を占めて

熱水供給を含む），ガス事

種とする）の国有資産

いた。全体的に非国有

支配業種に比べ

く，比較的に健

が多く，利潤率

少なく，利潤率

このように，

企業集団に国家

囲を縮小させる

れば，国有支配業種の負債資

全な財務体質と大きな規模を

も全体として－ ％である

も ％で比較的良好であっ

一部の大型国有企業・企業集

資本を傾斜的に投下し，その

方向で国有経済の改革戦略

産比率が ポイント以上低く

有していた。さらに，非国有

のに対して，国有支配業種で

た。

団，とりわけ国有支配業種に

他の国有企業を自由にするこ

が修正された。「抓大放小」政

，資産規模が４倍に近

支配業種では赤字企業

は赤字企業が比較的に

含まれている大型国有

とで国家資本の進出範

策（大中型国有企業に力

を入れて，小型国

大型国有企業

による国有資産

国有資産管理機

営機構，及び企

を企業集団に授

れた国有資産経

総公司
）
と地方レ

有企業を手放す政策）が 年

集団育成政策が実施されると

の運営方式が本格的に導入さ

構と企業の間に，国有資産経

業からなる国有資産三層管理

権し
）
，業種総公司を国有資産

営機構は主として企業集団，

ベルの業種管理部門
）
が共に持

以降の国有企業改革の方針と

共に， 年から集団公司へ

れた。国有資産の運営につい

営機構を設置して，国有資産

構造を構築することと，

経営機構に改造することが提

業種総公司，業種管理部門か

株会社化を通じて企業集団の

して実施された。

の授権経営・授権投資

ては， 年に従来の

管理機構，国有資産経

年に国有資産の財産権

案されていた
）
。考案さ

らなるが，その後業種

親会社に再編された結

果，企業集団が

年， の

産授権経営の試

よく使われている

を授権して親会

団が政府に要請

業の所有権を行

最も重要な国有資産運営機構

企業集団設立を中央政府が決

行が始まった
）
。授権経営とは

ので，以下「集団公司」に略す

社の地位を与えることである

したのは，国有企業の所有者

使する権利の委譲，いわゆる

になった。

定し，翌年には，その中の７

政府が企業集団の核心企業

）に重要な関連企業（原文「緊

。ところが， 年に東風自

として企業集団の核心企業及

授権投資であった（陳，

つの企業集団で国有資

（某集団公司という名前が

密層企業」）の国有資産

動車公司などの企業集

び集団の重要な関連企

）。国家授権投資機構と

しての集団公司

団公司がその子

投資に自由に利

団公司自身に関

の持株会社とし

年代半ば

て企業集団に国

は授権経営の場合と比べて，

会社だけでなく，集団公司自

用できる。第二に，集団公司

する投資決定権が委譲される

ての性格を強めることができ

から国有企業の株式会社化が

有資産の授権経営を実施する

次のように大きな権限を持つ

身の国有資産の経営と処分か

にその子会社だけでなく，一

ことである。授権投資によっ

る。

加速し，一部の地方政府は中

中で，積極的に既存の企業集

とされた。第一に，集

らの収入も企業集団の

定の限度内であれば集

て集団公司は企業集団

央政府の規定を援用し

団や業種主管部門を国

家授権投資機構

管理局が地方に

授権を得て国家

陣の中央レベル

司に限度付きの

央レベルの企業

に改組して国有資産所有者と

通達を送ってそれらを規制し

授権投資機関になれる」と正

のモデル企業集団が決まると

投資決定権が委譲されて，集

集団に授権経営が広く実施さ

しての多くの権限を委譲した

ながらも「少数の条件を満た

式に授権投資の糸口を示した

共に，授権投資でなくとも，

団公司の権限が強化された
）
。

れたほかに，超大型企業集団

。 年には国有資産

した集団公司は政府の
）
。実際， 年に第二

これらの全ての集団公

その後，経営面では中

の多くに授権投資政策

（ ）



が適用された

司が国家授権

石油化工集団

中国国有企業にお

。 年には，中国石化総公

投資機構の試行企業になった

公司及び上海宝鋼集団公司，

ける株式会社制度導入の歴史（徐）

司，中国有色総公司，中国航

。その後， 年に中国石

年に軍需関連の十大集

空総公司と東聯石化集団公

油天然ガス集団公司，中国

団公司
）
及び非鉄金属関連の

三大集団公司

司， 年に

黄金集団公司

業集団がそれ

授権投資機構

このように，

授権経営・

）
， 年末から 年末まで

航空関連の六大集団公司
）
，中

， 年に六大電力関連集団

ぞれ設立・改組されると同時

及び国家持株会社の試行に

授権投資が 年以後の国有

授権投資の実施と同時に国有

の間に電信関連の四大集団

国電子科技集団公司，中国

公司
）
といったように，

に，集団公司に対する中央

加わった（『中国経済年鑑』各年

資産管理体制改革の一大特

企業で経営者の権限が強化

公司
）
， 年に中国 業公

網絡通信集団公司及び中国

年末までに合計 の大型企

政府の授権がなされ，国家

版及び各社のホームページ）。

徴となったわけである。

され，経営者支配が株式会

社化の中で形

に入れた。し

なくない。取

対する監督

共和国国務院

であったが，

して国有企業

事会暫行条例

成された。国有企業の経営者

かも，実際には大型投資プロ

締役会長などの重要な人事に

はそれほど強くない。 年

公報』 年第 号， 頁）に

殆ど実施されなかった。

の監査を強化している。

」，『中華人民共和国国務院公報』

は大型投資と資産処分を除

ジェクトを分割して政府の

ついての決定権は政府に所

に発布された「国有企業財産

よれば，国有企業には外部監

年より国務院は大型国有重

年に「国有企業監査役会暫

年第 号，８頁）が施行さ

いて所有者の権限を殆ど手

審査を回避するケースも少

有されているが，経営者に

監督管理条例」（『中華人民

査役会が設置されるはず

点企業に監査特派員を派遣

行条例」（原文「国有企業監

れると同時に 年の条

例が廃止され

監査役会が

置されている

しかし，事

については大

果，財務報告

に近かった
）
。

，監査特派員制度が外部監査

設置された。その結果，

（ ほか， ）。

後的な財務監査を主とする外

きな疑問が残る。例えば，

書に大きな誤りがある企業

また，個別の事例として，

役会制度に変わって，大型

年末で の中央レベルの国有

部監査役会が実際にどの程

年に国家審計署が実施し

が ％も占めており，利潤

年の国家審計署の報告に

国有重点企業に限って外部

企業に外部監査役会が設

度経営者を監督できるのか

た の国有企業の審査結

額の誤差率の平均も ％

よれば， 年まで中国の

電力生産と

による損失が

であった。当

経営者に対す

授権経営・

化された。資

年に第二

供給を担っていた国家電力公

億元，粉飾決算が 億元

時の経営トップの高厳総支配

るモニタリングが弱く，経営

授権投資の実施に加えて，子

金面で大型国有企業・企業集

陣の国家モデル企業集団が選

司に 億元の不正があった

，国有資産流失が 億元，

人兼党組書記が失踪してい

者の企業に対する支配力が

会社の上場によって企業集

団を支持するために，その

出され，それらの上場を優

。その内訳は経営の過失

経営者の経済犯罪が 億元

る
）
。明らかに国有企業では

非常に強い。

団の経営者支配がさらに強

子会社の上場が優先された。

先することが決定された。

国家モデル

の企業集

を有する企業

って企業集団

％に達し

って多くの資

企業集団の上場状況を調べた

団の中で， 年末の時点で

集団が もある
）
。孫会社の上

の資金供給が潤沢になった。

，国有企業は重い債務を抱え

金を調達できた。例えば，

結果，改組によって廃止され

中国国内及び国外の証券取引

場を含めばその数はさらに

年には全国の国有企業

ていた。企業集団は，子会

年までに海外で上場した

た８つの企業集団を除く

所に上場している子会社

増える。子会社の上場によ

の負債資産比率が平均して

社を新規公開することによ

の国有企業の負債資産比

（ ）



率は平均で ％

頁）。表２から

子会社の上場

立命館経済学

を超えていたが，新規公開に

も 年代後半における株式

及び資金調達を円滑にするた

（第 巻・第３ ４号）

よって ％程度に低下した

発行を通じた資金調達の急増

めに，企業集団が所有する良

（『中国経済年鑑 』

が読み取れる。

質な資産を分離して上

場企業を設立す

ないケースも少

実質上企業集団

社に資産を売却

ある。例えば，

から２つの石炭

国移動（香港）

る手法が広く採用された。企

なくない。その結果，経営者

を自由に支配することとなっ

し，最近では企業集団の残り

山東省の 州煤業株式会社は

鉱などの資産を買収した。ま

有限公司（上場当時の「中国電

業集団には赤字経営の資産や

が授権経営を活かして上場子

た。また，子会社上場の後に

の資産を全て上場企業に売却

年に上場した後に合計し

た， 年 月にニューヨー

信（香港）有限公司」）は当初

福祉部門しか残ってい

会社を支配できれば，

集団公司がさらに子会

するケースも増えつつ

て約 億元で親会社

クと香港で上場した中

広東省と淅江省の移動

通信業務しか持

動通信集団公司

収した。中国国

親会社への増資

全て買収した

上場子会社の

している。中国

モデル企業集団

たなかった。その翌年から

から合計して 億米ドル

内でも武漢鋼鉄株式会社が

によるもの）を調達して，親会

（上記三社の有価証券報告書，臨

経営陣，とりわけトップとの

の会社法の規定によれば取締

の中国国内上場子会社が全部

年現在までの間に５回にわ

で残りの の地域の移動通信

年６月に増資をして 億人

社の武漢鋼鉄（集団）公司か

時公告書による）。

兼任を通じて親会社の経営ト

役会長が株式会社の唯一の代

で 社あり
）
，子会社の取締

たって親会社の中国移

に関する資産を全て買

民元（その中の 億元が

ら鉄鋼業関連の資産を

ップが上場会社を支配

表取締役である。国家

役会長の親会社（集団公

司）における兼

司の取締役会長

任しているのは

人（ ％）に

となっている。

また，既に上

党の通達で

任職務を調べた結果，それぞ

と総支配人を兼任していた。

人（ ％）で，集団公司

も上った。このように集団公

海第二紡機株式会社の事例で

年代半ばから国有支配株式会

れ （ ％）と （ ％）

集団公司の取締役会長または

で部門責任者以上の重役のポ

司の経営者の子会社に対する

見た党の経営参加の具体策が

社で広く実施された。 年

の取締役会長は集団公

総支配人の何れかを兼

ストを兼任するのは

支配は非常に強いもの

，その後の一連の共産

４月 日に共産党中央

組織部が通達し

股 制企業中党

よって党の政治

事管理などの分

党組織の責任者

条件が揃えば，

して，企業の党

た「会社制企業の党活動を強

的工作的幾点意見」，「北京党建」

的中核論が強化された。「党

野の重大問題について意見及

は取締役，監査役，または総

党委員会書記は取締役長また

委員会の経営参加と役員兼任

化するについてのいくつか

，

委員会は企業
）
の生産経営，技

び提案を提出し，企業の重大

支配人，副総支配人を適宜に

は総支配人を兼任することが

を明確に規定した。 年１

の意見」（原文「関于加強

）に

術開発，事務管理，人

問題の決定に参加する。

兼任することができる。

できる…」などと指示

月に党中央は「国有企

業における党の

国有企業党的建

の意見を聴取し

織責任者と企業

決定に付する問

建設工作を一層強化し改善す

設工作的通知」，「人民網・中国

）を発し，工

て尊重し，その実施状況につ

責任者の兼任を規定した。

題を指す」と記されており
）
，

ることについての通知」（原

共産党新聞」，

場長・取締役会が重大問題を

いても報告しなければならな

「重大問題」とは「株主総会な

党委員会に企業の最も重要な

文「関于進一歩加強和改進

決定する前に党委員会

いこと，ならびに党組

いし取締役会の審議・

経営決定権が与えられ

（ ）



ている
）
。

その結果，

組織責任者と

中国国有企業にお

中国企業家調査系統（ ）

役員の兼任があった。また，

ける株式会社制度導入の歴史（徐）

によれば， 年段階で

年の上海証券取引所の

％の株式会社に企業内党

同取引所上場企業の調査に

よれば，重役

責任者であり

企業経営に

組織責任者と

の経営者支配

このように

実の施行過程

（取締役，監査役，上級管理者

，これらの党関係者の中の

党組織が参加することで経営

経営者が兼任しているために

が益々強まった。

， 年代初頭に構築された

の中で変貌を遂げた。国有経

） 人の内， 人（

％が党書記を兼任してい

者を牽制して党の政治基盤

，経営者に対するモニタリ

社会主義理念と株式会社制

済を強化するために「公有

％）が共産党・青年団の

る（王， ， 頁）。

を強化しようとしたが，党

ングは機能せず，国有企業

度を融合させる仕組みは現

制維持」に対する修正が行

われて，業種

資産の売却が

化が守備範囲

れている。資

て，その中で

強化するため

結果，経営者

との兼任で企

別「公有制維持」の社会主義

急速に進む一方，国有資産の

を縮小して大型国有企業，と

本を効率的に運営するために

経営者の経営権限が強化され

に多くの大型企業集団が結成

支配が一層強化された。さら

業経営に参加し，両者の兼任

理念が打ち出された。その

保護策として国家株流通の

りわけ国有支配業種の大型

企業集団に対する授権経営

て経営者支配が形成された

され，資金調達のためにそ

に，政治基盤を強化するた

が経営者支配に一役を果た

結果，国有中小企業の国有

禁止と国有資産所有の一本

国有企業に限って堅く守ら

と授権投資が余儀なくされ

。また，国有企業の体力を

の子会社が優先に上場した

めに，共産党組織が経営者

している。

中国で株式

から大型企業

会社制度導

結びにかえて―

会社制度の導入が農村部から

へ拡大し，株式会社制度が重

入は「社会主義市場経済」の

―中国の株式会社制度の展

都市部へ，集団所有制企業

要な資金調達の手段として

国是の下で進められた。そし

望

から国有企業へ，小型企業

利用されてきた。この株式

て，「社会主義の維持」が

貫かれたが，

年代，

念が従業員依

結果的に従業

に株式会社制

年代に入

投資家への株

社会主義の理念は変容してい

株式発行市場欠如の下で，株

存・優遇の株式会社化をもた

員が国家所有資産を侵食し，

度を導入するために，一般の

って株式市場が漸次整備され

式公募が急増した。株式会社

る。

式会社制度の試行期に「労

らすとともに，企業内党活

国有資産の流失が重大な問

個人投資家から資金を調達

，従業員株の発行が制限・

の社会主義的性質を保つた

働者が国家の主人公」の理

動の停滞が生じた。しかし，

題になった。また，大規模

することが必要になった。

禁止されると同時に，個人

めに，社会主義理念の中心

が「公有制の

制別の株式分

と株式会社制

しかし，国

そうした思惑

大型国有企業

維持」と「共産党のリーダー

断，業種別の会社制導入の優

度を融合させる装置として導

有企業に対して株式会社制度

が大きく外れて，経営者支配

においては集団公司に対して

シップ」に移った。国家株

先順位，党の中核的政治的

入された。

が本格的に導入された

をはじめとする中国株式会

授権経営・授権投資が実施

流通の事実上の禁止，所有

役割の発揮が社会主義理念

年半ば以降の状況からは，

社の特質が形成されている。

されており，集団公司の経

（ ）



営者に企業集団

動復活の手段と

力を同時に掌握

立命館経済学

の経営権限が委譲され，経営

して，党組織責任者と経営者

した経営トップの支配権がさ

（第 巻・第３ ４号）

者支配が制度的に形成された

の兼任が広く実施されている

らに強化されて，経営者支配

。また，党の企業内活

が，経営権と政治的権

が一層強くなった。皮

肉なことに，国

策としての授権

ざるを得ない。

最近では経営

施されている。

と投資家からの

実施されている

家の強力な株式支配，国有資

経営・授権投資，党組織・経

者支配の対策として党組織

一般に経営者の行動を規制す

間接的なモニタリングがある

。後者はテイクオーバーや大

産所有の一本化から生じる国

営者の兼任が経営者支配の土

指導下の「廠務公開制度」（企

る方法として，会社機構によ

。前者は取締役会，監査役会

株主及び債権者の経営介入に

有資産運営の問題の対

壌になっていると言わ

業情報の公開制度）が実

る直接なモニタリング

による経営チェックで

よって行われる。しか

し，国有企業や

維持に違反する

た，株式の国家

代理人になった

そこで従業員

従業員に企業情

制度のことであ

及びそれらの支

国有株式支配企業では国家の

ため，テイクオーバーや国家

一極支配及び授権経営・授権

ため，取締役会，監査役会に

の経営参加が再び重視され，

報を開示し，経営者を評価さ

る。 年中共中央 公庁と

配企業で廠務公開制度の実

株式支配権が強力であり，国

株主以外の株主の経営介入が

投資の広範な実施の結果，経

よるモニタリングも現実的で

「廠務公開制度」が構築され

せ，その評価結果に基づいて

国務院 公庁が連名で「国有

施を促進することに関する通

家株の売却は公有制の

極めて困難である。ま

営者が大株主―国家の

ない。

た
）
。廠務公開制度とは

経営者の人事を決める

企業，集団所有制企業

知」（原文「関于在国有企

業，集体企業及其

頁）を出して，

団所有制企業及

％に達してい

年の通知

企業の重

控股企業深入実行廠務公開制度

「廠務公開制度」の実施を広

びそれらの企業の子会社にお

る（高， ）。

は，「廠務公開制度」の実施

大な意思決定。中長期発展計画，

的通知」，『中華人民共和国国務

げた。 年末で既に全国で

いて「廠務公開制度」が実施

で公開すべき情報を次のよう

投資と生産経営に関する重要な

院公報』 年第 号，６

万社の国有企業，集

されており，普及率は

に詳しく規定した。

決定，企業の改革・企業制

度の転換

企業の生

予算と決

品の販売

制度の作

従業員の

従業員の

児などの

及び合併や破産，重大な技術改造

産，経営と管理に関する重要問題

算，企業の担保及び高額資金の使

と損益状況，請負・リース契約の

成など。

利益に関する問題。労務関連の主

昇給と昇進，給料と奨励金の分配

社会保障基金の納付状況，従業員

，従業員の削減と関連企業への

。会計年度の主な生産経営目標

用，建設プロジェクトの入札，

実施状況，企業内の経済請負制

な法規定の実施状況，集団契約

，賞罰と福利，従業員の養老，

の新規雇用，専門技術レベルの

分割・配置。

及びその完成状況，財務の

大型物資の購入と供給，製

の実施状況，重要な規定と

及び労働契約の作成と実施，

医療，職場事故，失業，育

評価，優秀従業員の選抜条

件，人数

公益金の

企業経営

ポストの

俸），奨励

年の通知

及び選抜結果，従業員の住宅購入

使用案，安全生産と労働保護の措

陣と党の廉潔に関する問題。主と

選任状況，幹部の廉潔自律規定

金，兼職状況，手当金，住宅，

によれば，企業の重大な意思

，売却の政策及び住宅積立金の

置，従業員教育訓練計画など。

して企業経営陣の民主評価，ミ

の実施状況，企業の交際費の使用

車両の使用，通信機器の使用及び

決定は従業員代表大会の審議

管理，企業の資本準備金と

ドルマネジメントと重要な

状況，経営陣の賃金（年

海外出張の費用など。

，従業員の利益に関す

（ ）



る問題は従業

法」（ 年

えた。さらに

中国国有企業にお

員代表大会の同意が義務付け

成立）の規定に引き戻し，従業

，国有及び国有株式支配企業

ける株式会社制度導入の歴史（徐）

られている。つまり，従業

員の利益に関する会社の意思

の経営者が民主評価の結果

員代表大会の権限を「企業

決定に対する否決権を与

で過半数の従業員に支持さ

れなければ，

ロジャーを通

ことがこの制

しかし，民

受身的な存在

理能力に限界

目を通すに止

上級管理部門が相応の措置を

じて経営者支配を抑制し，経

度の目的である。

主評価制度が大きな進歩と

であり，その限界も明らかで

があるため，提示されている

まるであろう。また，党の経

採ることが要求される。そ

営者の在職消費を公開する

はいえ，「廠務公開制度」の中

ある。まず，従業員代表大

諸方案を審議し，開示され

営参加に関する現状を維持

れに，経営内容のディスク

ことで労使関係を緩和する

で従業員代表大会は殆ど

会は財務監査能力と経営管

ている経費リストに事後に

すれば，廠務公開制度の実

施には大きな

相変わらず党

あるのである

意が必要であ

であろう。例

評価を受けた

人であった。

ただ，そも

罠がある。同通知はこの制度

組織と労働者組織の関係では

。民主評価により従業員は経

る。しかし，経営トップと党

えば， 年に安徽省のお

。その内の 人が不適格と

半数以上の不適格な経営者が

そも経営者支配が問題視され

が党委員会によって指導さ

党組織が労働者組織を指導

営者の解任を提案できるが

組織責任者が兼任状態にあ

よそ の企業と事業単位で

評価されたが，降格，免職及

何らの処置も受けなかった

るべきかどうかは疑問であ

れると規定した。つまり，

し，最終決定権は党組織に

，最終的には党委員会の同

れば，経営者の解任が困難

人の経営者が民主

び処罰されているのは

（潘， ）。

る。経営者支配によって経

営権限が経営

者に対する

このような

度」の実施の

えられた。こ

）の再

含む株主の利

トップに集中され，経営者が

事実上の所有権（

事実上の民営化は企業業績の

結果，従業員が経営に参加し

のことは 年代に横行し

現を予想させる。つまり経営

益を害する恐れがある。恐ら

経営業績に相応した報酬を

）の移譲，つまり事実上

向上に貢献している（徐，

，従業員自身の利益に関す

た経営者と従業員の結託，い

者と従業員組織が互いに利益

くそのために「廠務公開制

得れば，経営者支配を経営

の民営化と理解できる。

）。しかし，「廠務公開制

る問題の審議に否決権が与

わゆる内部者支配（

を供与することで国家を

度」の実施を「党組織の指

導下」に制限

機能しない。

他方，「国

修正された。

将来を展望

年度に比

業は利潤率が

しているが，既に論じたよう

有経済の戦略的転換」の名の

この「公有制維持」新指針の

できる。表６は 年と

べて 年度は国有企業の経

ポイント上昇し，赤字企業

に経営者と党組織責任者が

下で，「公有制の維持」が業

実施効果を分析することに

年の国有企業と非国有企業の

営業績が好転している。そ

比率が ポイント低下して

同一人物の現状では有効に

種別の「公有制の維持」に

よって国有資産管理体制の

経営業績
）
を示している。

の中で石油・天然ガス採掘

，群を抜いて著しい成果を

見せた。しか

業，電力事

の業種と産業

国有企業と比

ている。さら

業との格差が

し，同じ国有支配業種でも木

業（蒸気・熱水供給を含む），ガ

用設備製造業，輸送用機器製

較すれば，国有企業は赤字企

に，非国有企業との利潤率格

縮小したのは 業種だけであ

材・竹材採運業，石油精製

ス事業，水道事業では利潤率

造業において赤字企業の割

業が圧倒的に多く，煙草加

差の変化を見ると，比較可

り，利潤率格差の変化を１

・石油製品・コークス製造

が低下し，また，これら

合が増えている。また，非

工業以外では利潤率が劣っ

能な 業種の中で非国有企

ポイント以上に限定して見

（ ）



立命館経済学（第 巻・第３ ４号）

表６

ると，３業種で

国有企業との格

字企業比率を見

格差が縮小したに対して９業

差が縮小したのは僅か８業種

れば，３業種で非国有企業と

種で格差が拡大している。赤

であった。変化の幅を５ポイ

の格差が縮小した反面， 業

字企業比率を見ても非

ント以上に限定して赤

種で格差が大きく拡大
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改貸」（国有企業の資金を国家

会，財政部，中国人民建設銀行

人民共和国国務院公報』 年

「国営企業の奨励金分配に関わ

年鑑 』 頁）。

行による統一管理に関する

人民共和国国務院公報』

金の提供が国家財政から銀

基本建設投資も銀行からの

財政支出から銀行の借り入

関于国家予算内基本建設投

第３号， 頁）。

る問題に関する通知」（原

文「関于

を発布し

） 年

条例」，『

組織工作

従業員代

年第

国営企業発放奨金有関問題的通知

て，従業員の奨励金に対する課税

９月 日に「全人民所有制工業企

中華人民共和国国務院公報』

条例」（原文「中国共産党全民所

表大会条例」（原文「全民所有制

１号， 頁）が中国共産党中央と

」，『中華人民共和国国務院公報

措置を規定した。

業工場長工作条例」（原文「全

年第１号，５頁），「中国共産党

有制工業企業基層組織工作条例」

工業企業職工代表大会条例」，『中

国務院によって公布されて，

』 年第８号， 頁）

民所有制工業企業廠長工作

全人民所有制工業企業基層

），「全人民所有制工業企業

華人民共和国国務院公報』

月１日から実施された。

（ ）



）

発表し

大会が

中国国有企業にお

年１月 日から２月 日までの

て市場経済体制の導入を促した

開かれて，「社会主義市場経済体

ける株式会社制度導入の歴史（徐）

間に 小平が武昌，深 ，珠海，

。その影響を受けて， 年 月

制」の構築が経済体制改革の目

上海を視察して重要な談話を

に中国共産党第 期全国代表

標と明示された。翌年の３月

の第８

経済の

号，

設に関

『中華

） 会社

国有資

）

の深化

期全国人民代表大会第１次会議

実施」に改正された（「中華人民

頁）。 年 月に中国共産

する幾つかの問題の決定」（原文

人民共和国国務院公報』 年第

制企業試行の目的として企業経

産の価値の維持と上昇などが挙

年５月 日に国務院が国家経済

と企業管理の強化の意見に関す

で憲法修正案が成立し，「計画経

共和国憲法修正案」，『中華人民

党第 期三中全会が開催されて，

「中共中央関于建立社会主義市

号， 頁）が可決された。

営メカニズムの転換，政企分離，

げられて，法調整の対象が国有企

体制改革委員会によって作成され

る通知」（原文「関于在治理整頓

済の実施」が「社会主義市場

共和国国務院公報』 年第

「社会主義市場経済体制の建

場経済体制若干問題的決定」，

国有資産の運営効率の向上，

業であることを示唆した。

た「整理調整の中で企業改革

中深化企業改革強化企業管理

意見的

）

）

和国国

準則は

公益

員の集

き後利

改正さ

通知」，「中国青少年新世紀読

を通達した。

年 月 日に国務院の許可を得

務院公報』， 年第 号，

企業利潤を 財産没収，未納税

金， 配当金の順に分配するよ

団福利施設に使われる資金であ

潤の ％が法定準備金に充てら

れて税引き後利潤の５％から

書網」，

て財務部が「企業財務通則」と

頁及び 頁）を発布し，翌年

と罰金の支払い， 以前の会計年

うに利潤分配の優先順位を新たに

る。さらに会社法で準備金や公益

れるほか，任意準備金も設定でき

％までの範囲に規定された。

「企業会計準則」（『中華人民共

の７月１日から実施した。両

度の赤字補 ， 法定準備金，

規定した。公益金は主に従業

金の比率が設けられた。税引

るが，公益金は法定公益金に

）

の主要

） 例え

指摘し

） 参加

局，共

） 国家

工業結

年に個人を対象に上海と深 で

な方法であった。

ば， 年９月に公募で設立さ

た（『中国経済体制改革年鑑

者は中国社会科学院，国務院発

産党中央党学校，北京大学，中

経済貿易委員会が 年 月に

構調整規劃綱要」，『中華人民共

株券購入のための抽選券が発売さ

れた上海飛楽株式会社は国有資産

』 頁）。

展研究センター，国家計画委員会

国人民大学，北京経済学院などの

発布した「「十・五」工業構造調

和国国務院公報』 年第 号，

れた。 年までの株式発行

の管理者が不明であることを

経済研究センター，国家統計

専門家であった。

整計画綱要」（原文「「十・五」

頁）によれば，国家資本は，

軍事

然ガス

化学工

業種で

合わせ

でいう

る業種

）

一次全

産業で絶対的な支配権を維持し

採掘業，貴金属・希少金属鉱業

業，自動車製造業，情報産業，

少数の国有重点企業を引き続き

て「国有支配業種」と「非国有

「国有支配業種」は国家資本が

のことではない。

年 月 日から 日にかけて国

国国有資産管理理論研討会が北

， 電力・蒸気・ガス・水道事業

などの公共サービスないし自然独

産業用設備製造業とハイテク産業

資本支配する。この記述に基づき

支配業種」を表５のようにまとめ

支配すべきとされている業種のこ

有資産管理局，経済日報，経済参

京で開催された。そこで国有資産

，木材採運業，陸上石油・天

占業種を資本支配し， 石油

などの国家総合経済力を表す

，国民経済の業種分類方法に

た。注意すべきことに，ここ

とで，国家資本が支配してい

考報及び金融時報の主催で第

三層管理構造の構築について

一致し

）

への授

）

幾つか

）

持株会

た認識が達成された。

年４月 日から 日にかけて北

権経営が提案された。

年 月 日に成立した共産党第

の問題の決定」による。

年の行政改革の中で，中央レベ

社化が不可能になった。

京で開催された第二次全国国有資

期三中全会の決定―「社会主義

ルの業種主管部門が国家経済貿易

産管理理論研討会で企業集団

市場経済体制の建設に関する

委員会の所属になったため，

（ ）



） 年

公室が連

国家試点

立命館経済学

９月 日に国家国有資産管理局，

名で「国家モデル企業集団におけ

企業集団国有資産授権経営的実施

（第 巻・第３ ４号）

国家計画委員会，国家経済体制

る国有資産授権経営の実施 法

法（試行）」，全国人大常委会

改革委員会，国務院経貿

試行）」（原文「関于印発

法制工作委員会審定， ，

頁）

） 年

導意見」

） 年

委員会の

『中華人民

団が か

） 中国核

を通達した。

９月 日に国家国有資産管理局が

（原文「関于企業集団国有資産授

４月に国務院によって通達された

「大型企業集団試行の深化につい

共和国国務院公報』 年第

ら に増えた。

工業集団公司，中国核工業建設集

通達した「企業集団における国

権経営的指導意見」，「法律教育

）による。

国家計劃委員会，国家経済貿易

ての意見」（原文「関于深化大型

号， 頁）による。同意見によ

団公司，中国航天科技集団公司

有資産授権経営に関する指

網」，

委員会，国家経済体制改革

企業集団試点工作の意見」，

って試行に参加する企業集

，中国航天機電集団公司，

中国航空

中国兵器

） 年

） 中国移

） 中国航

航空油料

） 年

公司，中

電力輸送

第一集団公司，中国航空第二集団

工業集団公司，中国兵器装備集団

に廃止されて，所属企業の大半は

動通信集団公司，中国聯合通信有

空集団公司，中国東方航空集団公

集団公司，中国航空器材輸出入集

に国家電力公司が中国華能集団公

国電力投資集団公司の五つの電力

集団公司に改組された。南方電網

公司，中国船舶工業集団公司，

公司である。

地方に移譲された。

限公司，中国電信集団公司，中

司，中国南方航空集団公司，中

団公司である。

司，中国大唐集団公司，中国華

生産企業集団公司と国家電網公

公司を除く六つの集団公司が国

中国船舶重工業集団公司，

国衛星通信集団公司である。

国民航信息集団公司，中国

電集団公司，中国国電集団

司，南方電網公司の二つの

家授権投資機構及び国家持

株会社の

）「国企

）「李金華

） 年

なった。

試行企業になった。

改革仍是“十五”改革的重中

）による。

審計長作 年度審計工作報告

）及

に第一弾の の国家級モデル企業

年さらに の国家級モデル企

之重」（「大衆網」

（全文）」（「新華網」

び「高厳之子高新元牽出電力腐

集団が決定されて，その後微調

業集団が指名された。 年に

敗系列案」（「深 熱線」

）による。

整が行われてその数が に

の国家級モデル企業集

団の中の

にある超

上（

ル企業集

子会社の

司のホー

） モデル

） この通

定されて

業績長期不振及び会社制度導入が

大型企業集団が試行に加わった。

団かについて不明であるが，その

調査について，筆者が作成した上

ムページで照合作業を行った。

企業集団のサンプルは前注で示し

達の中で企業の適用範囲について

いない。

遅れている企業集団が除かれて

本稿の統計対象は国務院国有資

）で公表しているもので

メンバーから判断すると 年

場企業の大株主（上位 位）デ

たものと同じである。

の規定がない。つまり，通達の

，新たに国民経済重要分野

産監督管理委員会がネット

ある。いつの時点でのモデ

調整後のリストと思われる。

ータベースで調べ，集団公

対象は国有会社制企業に限

） 同様の

を強化し

的工作的

在する。

） その後

関わるい

『中華人民

規定は 年４月に中央組織部が

改善するについての意見（試行）

意見（試行）」，「北京党建」，

憲法改正の精神を受けて 年９

くつかの重要問題についての決定

共和国国務院公報』 年第

発布した「現代企業制度モデル

」（原文「関于在現代企業制度百

月に党中央によって発布された

」（原文「関于国有企業改革和発

号， 頁）は，役員兼任をすべ

企業 社において党活動

家試点企業中加強和改進党

）にも存

「国有企業の改革と発展に

展若干重大問題的決定」，

ての会社制企業から国有単

（ ）



独資本

割の発

企業重

中国国有企業にお

会社と国有株式支配会社に限定

揮が重大な原則であり，如何な

大問題の意思決定に参加すべき

ける株式会社制度導入の歴史（徐）

したが，同時に「国有企業におけ

る時期においても動揺させてはな

である」というように党組織の経

る共産党組織の政治的中核役

らない。企業内共産党組織は

営参加政策を再確認した。同

様のこ

企業制

和加強

れてい

）

されて

） 利税

利潤率

大規模

とが 年９月に国家経貿委（

度の導入と管理の強化について

管理的基本規範（試行）」，『中華

る。

年半ばから一部の地域で既に廠

， 年より全国に廠務公開制

率（利潤と税金の合計が総資産

だけを示すことにした。また，

に国有企業に株式会社制度が導

国家経済貿易委員会）が発した

の基本規範（試行）」（原文「国有

人民共和国国務院公報』 年

務公開制度が実施され始めた。そ

度の試行が実施された。

に占める比率）を見ても利潤率と

国有企業と国有支配企業に概念の

入されたのは 年中国共産党第

「大中型国有企業に対する現代

大中型企業建立現代企業制度

第 号， 頁）で再び強調さ

の成果が江沢民総書記に評価

同様の結果が得られたので，

相違がある。しかし，実際に

期全国代表大会開催以降の

ことで

別に分

利潤率

と比較

） 例外

年

知」（

場合に

あるため，その影響が捨象でき

析できないが，全部の国有支配

（赤字企業比率）が ％（

すれば，概念の相違が結果的に

として，上場企業国有株の非国

８月 日に国有資産監督管理委

原文「関于企業国有産権転譲有

，国務院国有資産監督管理委員

ると考えられる。データの制限で

企業と非国有企業の経営業績を計

％）と ％（ ％）である

大きな影響がないことが分かった

有企業への譲渡は依然として中

員会が公布した「企業の国有資産

関問題的通知」，「国務院国有資

）は，上場企業の国有株が国

会の許可が必要と明記している。

年の国有支配企業を業種

算し直した結果，それぞれの

。調整前の計算結果（表６）

。

央政府の許可が必要である。

所有権譲渡に関する問題の通

産監督管理委員会」，

有企業以外の相手に譲渡した

（ ）
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（ ）

（ ）


